
( ③ 一 3) 

  

エイズ発生動向に 関する根拠について 

捧染症法 ( 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律 ) l 

0 第 12 条 

令 弟 Ⅰ 項 医師は 、 次に掲げるき (*]) を 診断したときは、 厚生労働省令で 定 

める場合 (*2) を除き、 ( 中略 ) 7 日以内にその 者の年齢、 性別その 

他厚生労働省令で 定める事項 (83) を最寄りの保健所長を 経由して 

都道府県知事に 届け出なければならない。 

(81)  後天性免疫不全症候群の 患者 ( 無 症状病原体保有者を 含む。 ) 

H I V 感染者・エイズ 患者 

け 四 診断した患者及び 当該感染症について 同項による届出が 既になさ 

れていることを 知っている場合。 
病状変化報告 (H I V づ エイズ ) 

は法定報告の 対象外。 

( ネ 3)  医師が届け出なければならない 事項 

  感染症の名称及び 当該者の症状 

・診断方法 

・初診年月日及び 診断年月日 

・病原体に感染したと 推定される年月日 ( 感染症の患者にあ っては、 

発病したと推定される 年月日を含む。 ) 

・病原体に感染した 原因、 感染経路、 病原体に感染した 地域又はこれ 

らとして推定されるもの 

・診断した医師の 住所及び氏名 

議長通知 ( 平成 11 年 3 月 19 日付 健医疾発 第 30 号エイズ疾病対策課長 jl 
0  従来実施しているエイズ 病原体感染者の 病状変化に関する 報告は、 上記省 

令報告から除かれているものの、 当該事項に関する 報告は、 治療法がますま 

す 進歩している 現在において 十二イズ対策の 推進を図る上で 重要な情報と 忠 ---       

っている。 

0  本年 4 月 1 日から当分の 間、 感染症新法第 12 条に基づく医師の 届出と同様、 

最寄りの保健所を 経由し、 報告を依頼する。 
  

病状変化報告 






















